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那須塩原市　事業（個別）連携協定一覧（令和 6年8月1日現在）

No. 協定名称 協定目的 協定締結相手 担当課

1 移住創業支援に関する連携協定
各金融機関と商工会及び市において創業予定者等に関係する情報
を共有し、移住者へのサポート体制の更なる充実を図る

・日本政策金融公庫
・那須信用組合
・那須塩原市商工会及び西那須野商工会

企画政策課

2 那須塩原市における自治会への加入促進に関する協
定

那須塩原市自治会長連絡協議会、公益社団法人栃木県宅地建物
取引業協会県北支部及び那須塩原市が連携・協力し、地域住民の
自治会への加入促進するとともに、各自治会の組織強化・自治会
活動の活性化に取り組むことにより、地域力を育み、持続可能な地
域の構築・住み良い魅力あるまちづくに資することを目的とする。

那須塩原市自治会長連絡協議会、公益社団法
人宅地建物取引業協会県北支部

市民協働推進課

3 那須塩原市自治会長連絡協議会と那須塩原市との連
携に関する協定

両者が連携し、地域を取り巻く社会環境の変化に対応する新たな協
力体制の構築と市民との協働によるまちづくりの更なる推進を目指
す

那須塩原市自治会長連絡協議会 市民協働推進課

4 塩原温泉旅館協同組合と那須塩原市の食料及び宿泊
施設等の提供等に関する協定

災害時に温泉街の交通が遮断され物資輸送できない場合等におい
て、組合加入の旅館・ホテル等が宿泊施設及び食料等を提供する
ことで、温泉街の被災住民及び要配慮者等へ避難場所等の確保を
図ること

塩原温泉旅館協同組合 危機管理課

5 板室温泉旅館組合と那須塩原市の食料及び宿泊施設
等の提供等に関する協定

災害時に温泉街の交通が遮断され物資輸送できない場合等におい
て、組合加入の旅館・ホテル等が宿泊施設及び食料等を提供する
ことで、温泉街の被災住民及び要配慮者等へ避難場所等の確保を
図ること

板室温泉旅館組合 危機管理課

6
災害時における食糧及び生活必需品の確保に関する
協定（とちぎコープ生活協同組合・とちぎよつ葉生活協
同組合）

災害時に必要となった食料及び生活必需品を優先的に供給するこ
と

とちぎコープ生活協同組合、とちぎよつ葉生活協
同組合

危機管理課

7 那須地区における災害時応急対策活動の協力に関す
る協定（栃木県北地区タクシー協議会）

災害時における防災活動及び人命救助等の初動活動を強化する
ため、車両、乗務員等を提供すること

栃木県北地区タクシー協議会 危機管理課

8 災害発生時における那須塩原市と郵便局との協力に関
する協定

災害時において、市と郵便局が相互に協力して必要な対応を円滑
に行うこと

郵便局 危機管理課

9 災害時における物資等の緊急輸送に関する協定（栃木
県トラック協会塩那支部）

災害時に物資等の円滑な輸送を図ること 栃木県トラック協会塩那支部 危機管理課

10 災害時における支援協力に関する協定（イオンビッグ株
式会社）

災害時における物資供給の要請に関する手続きについて定め、災
害応急対策及び災害復旧対策が円滑に行われること

イオンビッグ株式会社 危機管理課

11 災害時における生活物資の供給協力に関する協定（株
式会社カインズ）

災害時において、市民生活の安定を図るため、生活物資を供給す
ること

株式会社カインズ 危機管理課

12 災害時における物資供給及び店舗の駐車場利用に関
する協定（NPO法人コメリ災害対策センター） 災害時において、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給すること NPO法人コメリ災害対策センター 危機管理課

13 広告付避難場所等電柱看板に関する協定（東電タウン
プランニング株式会社栃木総支社）

避難場所等を案内する広告付避難場所等電柱看板を掲出すること 東電タウンプランニング株式会社栃木総支社 危機管理課

14 災害時における地図製品等の供給等に関する協定（株
式会社ゼンリン）

災害対策本部設置時において、ゼンリン地図製品等を供給及び利
用すること

株式会社ゼンリン 危機管理課

15
那須地区広域防災の相互協力に関する協定（大田原
市、那須町、那須塩原警察署、大田原警察署、那須地
区消防組合、栃木県建設業協会那須支部）

災害時に被災自治体のみでは十分な応急活動を実施することが困
難な場合において、資機材、重機及び人員を提供すること

大田原市、那須町、那須塩原警察署、大田原警
察署、那須地区消防組合、栃木県建設業協会
那須支部

危機管理課

16 災害時における応急対策活動協力に関する協定（栃木
県電気工事業工業組合）

災害時に、迅速かつ的確に応急対策活動を実施することにより、市
民の生命、身体及び財産の保護、市民生活の安全の確保、災害の
拡大防止並びに被害施設の機能回復をはかること

栃木県電気工事業工業組合 危機管理課

17
災害時における災害応急対策の協力に関する協定（全
建総連栃木県建設労働組合塩原支部、高林支部、黒磯
支部、西那須野支部）

災害時に、迅速かつ的確に応急対策活動を実施することにより、市
民の生命、身体及び財産を保護すること

全建総連栃木県建設労働組合塩原支部、高林
支部、黒磯支部、西那須野支部

危機管理課

18 災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定
（東京電力パワーグリッド株式会社栃木北支社）

自然災害の発生に伴う停電が発生した場合において、早期復旧に
関する協力事項を定め、地域の防災力を高めること

東京電力パワーグリッド株式会社栃木北支社 危機管理課

19 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定（株式
会社とちぎテレビ、株式会社栃木放送）

災害時の放送要請に関する手続きについて定めること 株式会社とちぎテレビ、株式会社栃木放送 危機管理課

20 災害に係る情報発信等に関する協定（ LINEヤフー株式
会社）

市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ那須塩原市の行政
機能の低下を軽減させるため、那須塩原市と LINEヤフーが互いに
協力すること

LINEヤフー株式会社 危機管理課

21 廃棄物の不法投棄の情報提供に関する協定

市内全域を日常定期に業務で走行するタクシードライバー及び山間
部で業務に従事する森林組合職員から、廃棄物の不法投棄に関す
る情報を提供してもらうことにより、不法投棄を早期発見し、迅速的
かつ適切な対応を図り、その拡大を防ぐとともに、不法投棄を未然
に防止し、もって市民の生活環境の保全に寄与すること

黒磯観光タクシー株式会社、那須合同自
動車株式会社、藤交通株式会社、有限会
社京橋タクシー、塩原自動車株式会社、
那須塩原市森林組合

サーキュラーエコノミー課

22 那須塩原市地域バス (ゆーバス )運行事業協定
市内の交通不便地域における公共交通の確保と市民の移動手段
の利便性の向上を図るため、乗合バスの運行等に関し必要な事項
を定めること

①ジェイアールバス関東株式会社
②やしお観光バス株式会社

交通防犯課

23 那須塩原市地域バス (ゆータク)運行事業協定
市内の交通不便地域における公共交通の確保と市民の移動手段
の利便性の向上を図るため、乗合バスの運行等に関し必要な事項
を定めること

①黒磯観光タクシー株式会社
②山和タクシー有限会社
③藤交通株式会社
④有限会社京橋

交通防犯課

24 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定
災害時、避難所での生活に特別な配慮を要する者（要配慮者）の避
難所生活を支援するもの

社会福祉法人清幸会、邦友会、誠心会、悠々の
郷、那須四季会、太陽の里福祉会、明徳舎（民
間福祉避難所は非公開）

社会福祉課

25 障害者虐待に係る居室の確保に関する協定 障害者虐待防止に関する障害者の一時保護
（福）太陽の里福祉会、（福）あいのかわ福祉会、
（福）慈生会

社会福祉課

26 那須塩原市不動産売却の媒介に関する協定書
（相手方：社団法人全日本不動産協会栃木県本部）

不動産売却の適正かつ円滑な推進と宅地建物取引業の健全な発
展に資すること

社団法人全日本不動産協会栃木県本部 都市計画課

27 那須塩原市不動産売却の媒介に関する協定書
（相手方：社団法人　栃木県宅地建物取引業協会）

不動産売却の適正かつ円滑な推進と宅地建物取引業の健全な発
展に資すること

社団法人　栃木県宅地建物取引業協会 都市計画課

28 那須塩原市空き家バンク媒介に関する協定
那須塩原市における空き家を有効活用し、定住の促進並びに地域
の活性維持及び増進を図ること

公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会 都市計画課

29 那須塩原市空き家バンク媒介に関する協定
那須塩原市における空き家を有効活用し、定住の促進並びに地域
の活性維持及び増進を図ること

公益社団法人全日本不動産協会栃木県本部 都市計画課

30

【フラット３５】地域活性化型並びに那須塩原市空き家バ
ンク登録建物リフォーム補助金、  那須塩原市空き家バ
ンク利用子育て世帯転居補助金及び那須塩原市木造
住宅耐震改修費等補助金に係る相互協力に関する協
定

【フラット35】地域活性化型及び補助事業の推進及び普及を図るこ
とで、定住促進及び安全に安心して暮らせるまちづくりの推進に寄
与することができる。

独立行政法人住宅金融支援機構 都市計画課課、建築指導課

31 道路の損傷等の情報提供に関する覚書
両者が連携し、道路の危険個所または高齢者世帯の安否につい
て、情報共有することにより、事故の未然防止または市民の安心安
全な生活環境の確保を図ること

郵便局 保全管理課、高齢福祉課

32 一般社団法人倫理研究所　那須野ヶ原倫理法人会との
家庭の日の普及啓発活動に関する協定

両者が連携・協力し、「家庭の日」の一層の普及・啓発を図り、子育
てにおいて家庭が果たす役割の重要性について市民の理解を深め
ること

一般社団法人倫理研究所 生涯学習課

33 那須塩原市と三菱商事株式会社とのＤＸ・ＥＸ一体推進
による地域創生に関する連携協定

両者が密接な相互連携と協働により、市が策定した「那須塩原市
DＸ推進戦略」及び「那須野が原グリーンプロジェクト」の目指すべき
姿である「持続可能なまち那須塩原市」の実現を目指し、市民サー
ビスの向上及び地域の活力創出を図ること

三菱商事株式会社
デジタル推進課、カーボンニュートラ
ル課

34
防災協定
 -災害時における応急対策活動協力に関する協定 -
 （相手方：一般社団法人  那須塩原市建設業協会）

市内において災害が発生した場合に、市民の生命、身体及び財産
の保護、市民生活の安全の確保、災害の拡大防止並びに被害施設
の機能回復のため実施する応急対策活動について、市が団体の積
極的な協力を得て、迅速かつ的確に実施するために必要な項目を
定めることを目的とする。

一般社団法人  那須塩原市建設業協会

都市計画課

35
防災協定
 -災害時における応急対策活動協力に関する協定 -
 （相手方：那須塩原管工事業協同組合）

市内において災害が発生した場合に、市民の生命、身体及び財産
の保護、市民生活の安全の確保、災害の拡大防止並びに被害施設
の機能回復のため実施する応急対策活動について、市が団体の積
極的な協力を得て、迅速かつ的確に実施するために必要な項目を
定めることを目的とする。

那須塩原管工事業協同組合

都市計画課
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36
防災協定
 -災害時における応急対策活動協力に関する協定 -
 （相手方：那須塩原電設協会）

市内において災害が発生した場合に、市民の生命、身体及び財産
の保護、市民生活の安全の確保、災害の拡大防止並びに被害施設
の機能回復のため実施する応急対策活動について、市が団体の積
極的な協力を得て、迅速かつ的確に実施するために必要な項目を
定めることを目的とする。

那須塩原電設協会

都市計画課

37 那須塩原市と株式会社白寿生科学研究所との健康づく
りの推進に関する連携協定書

那須塩原市民の更なる健康づくりに向けた協働による活動を推進
し、相互の発展及び地域の発展に資することを目的とする。

株式会社白寿生科学研究所
健康増進課

38 事業承継の推進に関する連携協定
協定参加者が相互に連携及び協力を行い、市内事業者の円滑な
事業承継を支援することにより、事業者の持続的な発展を促進し、
地域経済の活性化に資すること

・株式会社サクシード
・那須塩原市商工会
・西那須野商工会

商工振興課

39
那須塩原市災害ボランティアセンターの設置等に関する
協定書

那須塩原市災害時応急対応活動として行う災害ボランティアセン
ターの設置、ボランティア活動の円滑な実施のため、双方の役割と
協力事項、費用負担等を定め、被災者の生活支援に寄与すること

社会福祉法人那須塩原市社会福祉協議会
社会福祉課

40 那須塩原市と株式会社マーケットエンタープライズとの
連携と協力に関する協定

リユースの促進に寄与すること 株式会社マーケットエンタープライズ サーキュラーエコノミー課

41 那須塩原市と株式会社ジモティーとのリユース活動の
促進に向けた連携と協力に関する協定

リユースの促進に寄与すること 株式会社ジモティー サーキュラーエコノミー課

42 災害発生時等の支援協力に関する協定（那須塩原市商
工会）

災害時において、市民生活の安定を図るため、生活物資を供給す
ること

那須塩原市商工会 危機管理課

43 災害発生時等の支援協力に関する協定（西那須野商工
会）

災害時において、市民生活の安定を図るため、生活物資を供給す
ること

西那須野商工会 危機管理課

44
那須塩原市と株式会社ヒーローライフカンパニーとの災
害時の支援に関する協定（株式会社ヒーローライフカン
パニー）

災害時における、市民等の生活の安定を図り、災害応急・復旧対策
を円滑に実施すること

株式会社ヒーローライフカンパニー 危機管理課

45
電気自動車を活用した災害連携協定（栃木日産自動車
株式会社、日産プリンス栃木販売株式会社、日産自動
車株式会社）

災害等による大規模停電発生のおそれがある場合に、電力不足が
想定される避難所等における電力供給の実施により、市民の生命、
身体及び財産を守ること

栃木日産自動車株式会社、日産プリンス栃木販
売株式会社、日産自動車株式会社

危機管理課

46 災害時における生活物資の供給協力に関する協定（株
式会社ヨークベニマル）

災害時において、市民生活の安定を図るため、生活物資を供給す
ること

株式会社ヨークベニマル 危機管理課

47 災害時における食料等の供給に関する協定（株式会社
ダイユー）

災害時において、市民生活の安定を図るため、食料等を供給するこ
と

株式会社ダイユー 危機管理課

48 災害時における物資の供給に関する協定（アークランズ
株式会社）

災害時における、市民等の生活の安定を図り、災害応急・復旧対策
を円滑に実施すること

アークランズ株式会社 危機管理課

49 那須塩原市と株式会社ウェザーニューズとの気候変動
への適応・緩和の推進に関する協定

本市と気象・気候に関して専門的知見を有する株式会社ウェザ
ーニューズが相互に密接に連携し、それぞれの有する資源を有効
に活用することにより、気候変動に関する取組を推進する。

株式会社ウェザーニューズ カーボンニュートラル課

50 カーボンニュートラル推進及び災害に伴う大規模な停電
発生時の協力に関する協定

再生可能エネルギーの普及を通じたカーボンニュートラルに向けた
取り組みを実施すること、及び災害に伴う大規模な停電が発生又は
発生するおそれのある場合（以下「停電発生時等」という。）におい
て地域住民の生命、身体及び財産の保護に資することを目的とす
る。

①株式会社ヨークベニマル
②東京電力エナジーパートナー株式会社
③東京電力パワーグリッド株式会社栃木北支社

カーボンニュートラル課、危機管理課

51 再生可能エネルギーの利活用に関する協定

協定参加者の連携のもと、地域資源である再生可能エネルギーの
地域と調和した利活用により、地域の課題解決及び経済発展に貢
献し、併せて、地域の脱炭素化を図り、もって、「持続可能なまち那
須塩原市」の実現に資することを目的とする。

①那須野ヶ原みらい電力株式会社
②株式会社足利銀行
③株式会社栃木銀行
④那須信用組合

カーボンニュートラル課

52 気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設に係る協定
熱中症による人の健康に係る被害の発生の防止を図るため、気候
変動適応法の規定に基づく指定暑熱避難施設の指定及び運営に
当たり必要な事項を定めることを目的とする。

一般社団法人　黒磯駅前活性化委員会 カーボンニュートラル課

53 気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設に係る協定
熱中症による人の健康に係る被害の発生の防止を図るため、気候
変動適応法の規定に基づく指定暑熱避難施設の指定及び運営に
当たり必要な事項を定めることを目的とする。

株式会社　図書館流通センター カーボンニュートラル課

54 気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設に係る協定
熱中症による人の健康に係る被害の発生の防止を図るため、気候
変動適応法の規定に基づく指定暑熱避難施設の指定及び運営に
当たり必要な事項を定めることを目的とする。

ウエルシア薬局株式会社 カーボンニュートラル課


